
 

        
 

 

文
京
区
特
別
区
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
䣎 

令
和
八
年
六
月
二
十
五
日 

 

文
京
区
長 

 
 

成 
 

 

澤 
 

 

廣 
 

 

修 

       



 

 

文
京
区
規
則
第
五
十
七
号 

 
 

 

文
京
区
特
別
区
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

文
京
区
特
別
区
税
条
例
施
行
規
則
䥹
昭
和
三
十
九
年
十
二
月
文
京
区
規
則
第
三
十
五
号
䥺
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
䣎 

 

第
六
条
の
表
十
の
項
及
び
十
一
の
項
を
削
る
䣎 

 

第
七
条
の
二
第
一
項
第
八
号
中
䣓
第
二
条
の
二
第
五
項
䣔
を
䣓
第
二
条
の
二
第
六
項
䣔
に
改
め
䣍
同
項
第
九
号
中
䣓
第
二
条
の
二

第
五
項
䣔
を
䣓
第
二
条
の
二
第
六
項
䣔
に
改
め
䣍
同
号
を
同
項
第
十
項
と
し
䣍
同
項
第
八
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
䣎 

 

九 

特
定
親
族
䥹
法
第
三
十
四
条
第
一
項
第
十
二
号
及
び
第
三
百
十
四
条
の
二
第
一
項
第
十
二
号
に
規
定
す
る
特
定
親
族
を
い
い
䣍

退
職
手
当
等
に
係
る
所
得
を
有
す
る
者
に
限
る
䣎
ア
に
お
い
て
同
じ
䣎
䥺
の
次
に
掲
げ
る
事
項 

ア 

氏
名
䣍
申
告
者
と
の
続
柄
䣍
生
年
月
日
及
び
個
人
番
号
並
び
に
そ
の
者
の
前
年
の
合
計
所
得
金
額
䥹
個
人
番
号
を
有
し
な

い
者
に
あ
つ
て
は
䣍
氏
名
䣍
申
告
者
と
の
続
柄
及
び
生
年
月
日
並
び
に
そ
の
者
の
前
年
の
合
計
所
得
金
額
䥺
並
び
に
申
告
者

と
別
居
し
て
い
る
特
定
親
族
に
つ
い
て
は
䣍
当
該
特
定
親
族
の
住
所
並
び
に
国
外
居
住
者
で
あ
る
特
定
親
族
に
つ
い
て
は
䣍

そ
の
旨 

イ 

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項 

 

第
七
条
の
二
第
二
項
た
だ
し
書
中
䣓
第
百
九
十
四
条
第
四
項
䣍
第
百
九
十
五
条
第
四
項
䣔
を
䣓
第
百
九
十
四
条
第
五
項
䣍
第
百
九

十
五
条
第
五
項
䣔
に
䣍
䣓
第
二
条
の
三
の
三
第
十
一
項
䣔
を
䣓
第
二
条
の
三
の
三
第
十
項
䣔
に
䣍
䣓
第
二
条
の
三
の
六
第
十
項
䣔
を

䣓
第
二
条
の
三
の
六
第
九
項
䣔
に
改
め
䣍
同
条
第
三
項
中
䣓
第
一
項
第
七
号
の
三
䣔
の
下
に
䣓
又
は
第
九
号
䣔
を
䣍
䣓
扶
養
控
除
額
䣔

の
下
に
䣓
又
は
特
定
親
族
特
別
控
除
額
䣔
を
加
え
䣍
䣓
当
該
国
外
居
住
者
に
係
る
所
得
税
法
施
行
規
則
第
四
十
七
条
の
二
第
五
項
及

び
第
六
項
に
規
定
す
る
書
類
䣔
を
䣓
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
䣔
に
改
め
䣍
同
項
た
だ
し

書
中
䣓
第
百
九
十
四
条
第
四
項
䣍
第
百
九
十
五
条
第
四
項
䣔
を
䣓
第
百
九
十
四
条
第
五
項
䣍
第
百
九
十
五
条
第
五
項
䣍
第
百
九
十
五

条
の
三
第
二
項
䣔
に
䣍
䣓
第
二
条
の
二
第
四
項
䣔
を
䣓
第
二
条
の
二
第
五
項
䣔
に
改
め
䣍
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
䣎 



 

 

一 

次
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合 

当
該
国
外
居
住
者
に
係
る
施
行
規
則
第
二
条
の
二
第
五
項
第
一
号
に
定
め

る
書
類 

 

二 
当
該
国
外
居
住
者
が
法
第
三
十
四
条
第
一
項
第
十
一
号
ロ
⑴
及
び
第
三
百
十
四
条
の
二
第
一
項
第
十
一
号
ロ
⑴
に
掲
げ
る
者

に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
扶
養
控
除
額
の
控
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合 

当
該
国
外
居
住
者
に
係
る
施
行
規
則
第
二
条
の
二

第
五
項
第
二
号
に
定
め
る
書
類 

 

三 

当
該
国
外
居
住
者
が
法
第
三
十
四
条
第
一
項
第
十
一
号
ロ
⑶
及
び
第
三
百
十
四
条
の
二
第
一
項
第
十
一
号
ロ
⑶
に
掲
げ
る
者

に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
扶
養
控
除
額
の
控
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合 

当
該
国
外
居
住
者
に
係
る
施
行
規
則
第
二
条
の
二

第
五
項
第
三
号
に
定
め
る
書
類 

第
七
条
の
二
第
四
項
中
䣓
第
二
条
の
二
第
六
項
䣔
を
䣓
第
二
条
の
二
第
七
項
䣔
に
改
め
䣍
同
項
た
だ
し
書
中
䣓
第
二
条
の
二
第
五

項
䣔
を
䣓
第
二
条
の
二
第
六
項
䣔
に
改
め
䣍
同
条
第
五
項
中
䣓
第
一
項
第
九
号
䣔
を
䣓
第
一
項
第
十
号
䣔
に
䣍
䣓
第
二
条
の
二
第
七

項
䣔
を
䣓
第
二
条
の
二
第
八
項
䣔
に
改
め
䣍
同
項
た
だ
し
書
中
䣓
第
二
条
の
二
第
五
項
䣔
を
䣓
第
二
条
の
二
第
六
項
䣔
に
改
め
る
䣎 

第
六
号
の
十
八
様
式
及
び
第
六
号
の
十
九
様
式
を
削
る
䣎 

 

付 

則 

 

こ
の
規
則
は
䣍
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
䣎 

 
 

 


